
　市では、地域の活性化のために各種団体（自治会・町内会等）に補助金を交付して
います。
　下記の補助金一覧を参考に、積極的にご活用ください。
　なお、補助金の申請に関しては、以下の注意事項に注意し、詳細は担当課に
必ずご相談ください。

各種団体（自治会・町内会等）への補助金一覧

〈補助金申請にあたっての注意事項〉

〇補助金は市の予算の範囲内での交付になります。

〇補助金の一覧には、主なものを掲載しており、すべての補助制度を

記載しているわけではありません。

〇各補助制度については、担当課にお問い合わせください。

〇申請時期については、あくまでも目安になります。

〇内容については、令和２年９月末現在のものとなります。最新の情報は、

担当課にお問い合わせください。



補助制度等 制度内容・対象となる活動 問い合わせ先

公会堂等建築改良工事費
補助金

公会堂等の建築又は改良に係る工事に対する費用の補
助する。

地域のつながり課
内線（２３１１）

公会堂等賃借料補助金
地域住民が自治会活動のため、活動の拠点として広く
利用している公会堂等について、その賃借料に対し、
補助金を交付する

地域のつながり課
内線（２３１1）

自治町内会総連合会事業
費補助金

市内５地区町内会連合会相互の連絡協議により、地域
社会の振興・発展を図ることを目的とする

地域のつながり課
内線（２３１1）

自治組織連合会事業費補
助金

市内の5地区の自治組織連合会に対して、その活動を支
援することを目的にする

地域のつながり課
内線（２３１1）

鎌倉市自主防災組織連合
会補助金

自主防災連合組織に対して、その防災活動事業を支援
することを目的とする

総合防災課
内線（２６１４）

鎌倉市自主防災活動育成
費補助金

市内の自主防災組織が行う活動の育成及び防災資機材
等の設置等に係る補助金の交付

総合防災課
内線（２６１４）

防犯灯維持費補助金
市内の住民組織が維持管理している防犯灯の電気料等
の維持費を補助し、地域の防犯活動を支援する

市民安全課
内線（２９５４）

防犯灯設置・改造費補助
金

防犯灯の新規設置や改造・補修に要する経費の一部を
補助する

市民安全課
　内線（２９５４）

地域防犯カメラ設置費補
助事業

自治会・町内会などの自主防犯活動団体が地域防犯カ
メラを新規に設置する際に要する経費の一部を補助す
る

市民安全課
　内線（２９５４）

青少年指導員連絡協議会
補助金

青少年健全育成等推進のためのイベント等の開催
青少年課

内線（２４６３）

子ども会補助金
市内の子ども会に対し運営費の一部を助成することに
より、子ども会活動の向上と子どもの健全育成を図
る。

青少年課
内線（２４６４）

老人クラブ運営費補助金
老人クラブ会員の各種レクリエーション活動、研修
会、地域社会活動等

高齢者いきいき課
内線（２４６７）

鎌倉市介護予防・日常生
活支援総合事業に係る住
民主体サービス補助金

介護予防・日常生活支援総合事業における住民主体
サービスを行う団体に対する補助金

高齢者いきいき課
内線（２４６７）

鎌倉市地域介護予防活動
支援事業補助金

住民主体による高齢者介護予防・健康づくりの取組み
を推進していくことを目的とする。

高齢者いきいき課
内線（２４６７）

廃棄物減量化等推進員謝
礼金

ごみの発生抑制や減量化・資源化、適正排出の推進及
び指導、不法投棄の防止等の活動。

ごみ減量対策課
内線（２６３０）

各種団体（自治会・町内会等）への補助金一覧

～　地域活動に役立つ主な補助制度　～

鎌倉市役所　℡（代）　23-3000



３Ｒ推進事業奨励金
自治・町内会がごみの減量化及び資源化の推進に協力
し、循環型社会の形成を推進することを目的とする。

ごみ減量対策課
内線（２３４５）

リユース食器利用費補助
金

祭りなどのイベントの際、リユース食器を利用するこ
とに対しその費用の一部を補助する。

ごみ減量対策課
　内線（２６３０）

鎌倉市まち美化活動奨励
金

月１回の統一クリーンデー等における地域での清掃活
動

環境保全課
内線（２７８２）

鎌倉市まち美化推進員報
償

クリーンアップかまくら等の啓発事業への参加
環境保全課

内線（２７８２）

美化運動用消耗品
アダプト団体が清掃活動を実施する際に使用する用具
等の準備を支援

環境保全課
内線（２７８２）

公園愛護会等報償費 市内街区公園等の維持管理活動。
公園課

内線（２４４４）

街路樹愛護会育成事業 市内街路樹の保護・育成等を通した愛護思想の普及。
公園課

内線（２４４４）



補助金･事業名

対象となる活動・事業内容

補助割合・上限・内訳等

申請時期

担当課

補助金･事業名

対象となる活動・事業内容

補助割合・上限・内訳等

申請時期

担当課

公会堂等建築改良工事費補助金

自治会、町内会等の住民組織が当該住民の集会等に利用する所有し、当該住
民の集会等に利用する公会堂等の建築又は改良に係る工事に対する費用の補
助

当該建築改良工事に要する費用の額が100,000円以上のもの。10,000,000円を
超えない範囲内で、現に建築改良工事に要した費用の額から要綱第5条に掲げ
るものを控除した額に1／2を乗じて得た額以内。

随時（補助対象となる事業は、原則として、事業実施年度の前年度５～６月ころ
に行う要望調査にお答えいただき、予算確保できたものとなります。）

地域のつながり課　内線（２３１１）

公会堂等賃借料補助金

公会堂等用地としての土地を有償で借地していることや公会堂等としての建物を
有償で借家していることが対象で、自治会町内会等が負担する経費の一部を補
助金として交付する。

土地賃借料及び建物賃借料に対する当該年度に負担する賃借料に相当する
額。ただし、対象の土地や建物の固定資産税及び都市計画税相当額が上限。

随時（事前協議を実施し、予算確保ができたもの）

地域のつながり課　内線（２３１１）



補助金･事業名

対象となる活動・事業内容

補助割合・上限・内訳等

申請時期

担当課

補助金･事業名

対象となる活動・事業内容

補助割合・上限・内訳等

申請時期

担当課

自治組織連合会事業費補助金

自治組織内の親睦や相互の連絡協議を行い、地区の活性化を図っている市内
の5地区の自治組織連合会に対して、その活動を支援することを目的とする。

毎年、５地区の連合会に、連合会に加入している世帯数に応じて補助金を交付。
世帯割＝１世帯９円、均等割＝40,000円（当該年度の前年度からの繰越金が、
算出された補助金の額を超えた場合、均等割額は20,000円）

補助金交付年度の前年度（6月現在）の世帯数が基準となる。

地域のつながり課　内線（２３１１）

自治町内会総連合会事業費補助金

市内５地区町内会連合会相互の連絡協議により、地域社会の振興・発展を図る
ことを目的とする。

地域のつながり課　内線（２３１１）



補助金･事業名

対象となる活動・事業内容

補助割合・上限・内訳等

申請時期

担当課

補助金･事業名

対象となる活動・事業内容

補助割合・上限・内訳等

申請時期

担当課

市内の自主防災組織（町内会又は自治会その他これに準ずる団体がその地域
の防災対策確立のために自主的に設けた組織）が行う活動の育成及び防災資
機材等の設置等に係る補助金の交付

上記自主防災組織が行う普及・啓発活動又は防災資機材等の設置に要する経
費の1/2以内。同一自主防災組織に対する１会計年度における補助金の額は、
100万円を限度とする。
※対象となる事業は要綱をご参照ください

随時（補助対象となる事業は、原則として、事業実施年度の前年度12月頃に行う
要望調査にお答えいただき、予算確保できたものとなります。）

総合防災課　内線（２６１４）

鎌倉市自主防災組織連合会補助金

大規模地震等の災害発生時に備え、市内にある自主防災組織を連合化した組
織である鎌倉市自主防災組織連合会が、各自主防災組織の相互応援体制や協
力体制の確立を図り、災害時における被害の軽減や未然防止に努めるため、補
助金を交付して、その防災活動事業を支援するもの。

鎌倉市補助金等に係る予算の執行に関する取扱要綱に基づき、事業費予算額
の１／３以内。

随時

総合防災課　内線（２６１４）

鎌倉市自主防災活動育成費補助金



補助金･事業名

対象となる活動・事業内容

補助割合・上限・内訳等

申請時期

担当課

補助金･事業名

対象となる活動・事業内容

補助割合・上限・内訳等

申請時期

担当課

防犯灯維持費補助金

市内の住民組織が維持管理し、犯罪や事故の防止のために終夜点灯する防犯
灯の電気料等の維持費を補助し、地域の防犯活動を支援する。

９月１日現在設置されている防犯灯１灯につき、次の額の合計額を交付します。
(1)９月の電気料金(調書に記載)×12か月分
(2)800円（管球等の維持費）ただし、平成24年１月１日以降に設置したLED型につ
いては対象外。

市民安全課　内線（２９５４）

毎年11月末

市民安全課　内線（２９５４）

防犯灯設置・改造費補助金

犯罪や事故の防止のために終夜点灯する防犯灯の新規設置や改造・補修につ
いて、その負担の軽減を図るため、設置費及び改造費の一部を補助する。

防犯灯の設置又は改造の工事１件につき、次の額を交付します。
○設置に要した経費の１／２の額（ただし、年間25,000円を上限とします。）
○改造に要した経費の１／２の額（ただし、従来型については年間12,000円、
LED型については年間20,000円を上限とします。）

毎年２月末



補助金･事業名

対象となる活動・事業内容

補助割合・上限・内訳等

申請時期

担当課

補助金･事業名

対象となる活動・事業内容

補助割合・上限・内訳等

申請時期

担当課

青少年指導員連絡協議会補助金

青少年健全育成等推進のためのイベント等の開催

事業に要する費用を100％補助。（鎌倉市補助金等に係る予算の執行に関する
取扱要綱第６条第1項アおよび財務事務方針第５号による）

交付を受けようとする年度の４月から５月頃までの間に事業計画書と予算書を市
長に提出する。

青少年課　内線（２４６３）

地域防犯カメラ設置費補助事業

安全安心まちづくりの推進に向けた地域の自主的な取組みを支援するため、自
治・町内会などの自主防犯活動団体が地域防犯カメラを新規に設置する際に要
する経費の一部を補助する。

防犯カメラ１台につき、補助対象経費に４分の３を乗じて得た額(当該額に1,000
円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)と、270,000円のいずれ
か低い額。

神奈川県より示された申請期限に基づき、毎年度市が定める

市民安全課　内線（２９５４）



補助金･事業名

対象となる活動・事業内容

補助割合・上限・内訳等

申請時期

担当課

補助金･事業名

対象となる活動・事業内容

補助割合・上限・内訳等

申請時期

担当課

子ども会補助金

市内の子ども会に対し運営費の一部を助成することにより、子ども会活動の向上
と子どもの健全育成を図る

団体運営費子ども会1団体あたり5,000円、人数割り補助・小学生1名あたり100円

交付を受けようとする年度の４月から５月末日までの間に事業計画書と予算書を
市長に提出する。

青少年課　内線（２４６３）

老人クラブ運営費補助金

老人クラブ会員の各種レクリエーション活動、研修会、地域社会活動等。

【補助割合・上限】
会員数90名以上＝84,000円、60名～89名＝72,000円、30名～59名＝60,000円、
20名～29名＝46,560円
【内訳】
84,000円（6クラブ） 72,000円（16クラブ） 60,000円（49クラブ） 46,560円（2クラブ）

年度当初

高齢者いきいき課　内線（２４６７）



補助金･事業名

対象となる活動・事業内容

補助割合・上限・内訳等

申請時期

担当課

補助金･事業名

対象となる活動・事業内容

補助割合・上限・内訳等

申請時期

担当課

鎌倉市介護予防・日常生活支援総合事業に係る住民主体サービス補助金

高齢者が住み慣れた地域で自立した日常生活を送ることができるよう介護予防・
日常生活支援総合事業における住民主体によるサービスを行う団体に対する補
助金の交付

要支援者等を含む利用者に対し、趣味活動、交流、会食、体操等を行う通いの
場を提供する事業、または掃除、洗濯、買い物等の生活支援サービスを提供す
る事業。

上半期（４月から９月まで）又は下半期（10月から３月まで）。ただし、期間途中に
活動を開始する場合は、活動期間を活動開始月からとする。

高齢者いきいき課　内線（２４６７）

鎌倉市地域介護予防活動支援事業補助金

住民主体による高齢者の介護予防・健康づくりの取組みを推進していくことを目
的として、自主的に介護予防・健康づくりのための活動を行う団体に対する補助
金の交付

会場使用料、指導者謝礼、消耗品費用等に対し、月額上限10,000円を補助。

上半期（４月から９月まで）又は下半期（10月から３月まで）。ただし、期間途中に
活動を開始する場合は、活動期間を活動開始月からとする。

高齢者いきいき課　内線（２４６７）



補助金･事業名

対象となる活動・事業内容

補助割合・上限・内訳等

申請時期

担当課

補助金･事業名

対象となる活動・事業内容

補助割合・上限・内訳等

申請時期

担当課

３Ｒ推進事業奨励金

自治・町内会がごみの減量化及び資源化の推進に協力し、循環型社会の形成
を推進することを目的とする。

200世帯以下10,000円　以降200世帯ごとに10,000円加算  上限120,000円
事業実施回数割　１回当たり3,000円　最低2回　上限4回

5～6月に計画書を提出、翌3月頃に報告書の提出にて申請。確定次第支払う。

ごみ減量対策課　内線（２３４５）

報償費は、任期最終日（３月31日）に在職している推進員に、１年分を当該任期
の終了後に支払う。

ごみ減量対策課　内線（２６３０）

廃棄物減量化等推進員謝礼金

市長から委嘱を受け、ごみの発生抑制や減量化・資源化、適正排出の推進及び
指導、不法投棄の防止等の活動に協力していただいている。

1人／５，０００円



補助金･事業名

対象となる活動・事業内容

補助割合・上限・内訳等

申請時期

担当課

補助金･事業名

対象となる活動・事業内容

補助割合・上限・内訳等

申請時期

担当課

リユース食器利用費補助金

祭りなどのイベントの際、リユース食器を利用することに対しその費用の一部を
補助することで、イベントでのごみの発生抑制、参加者へのリユース意識の普及
啓発につなげるもの。

利用費の1/2（上限5万円）まで補助

イベント開催2週間前までに申請

ごみ減量対策課　内線（２６３０）

鎌倉市まち美化活動奨励金

月１回の統一クリーンデー等における地域での清掃活動

所属世帯数と活動実施回数により積算。活動実施回数は１２回を上限とする。

毎年５月３１日までに申請、３月１５日までに実績報告。

環境保全課　内線（２７８２）



補助金･事業名

対象となる活動・事業内容

補助割合・上限・内訳等

申請時期

担当課

補助金･事業名

対象となる活動・事業内容

補助割合・上限・内訳等

申請時期

担当課

支払い対象者２１名。年額10,000円／人。

申請なし。年度末（第３回推進員会議終了後）に支払い。

環境保全課　内線（２７８２）

美化運動用消耗品

アダプト団体が清掃活動を実施する際に使用する用具等の準備を支援

団体から希望のあった消耗品を市で購入して現物支給している。

随時

環境保全課　内線（２７８２）

鎌倉市まち美化推進員報償

クリーンアップかまくら等の啓発事業への参加



補助金･事業名

対象となる活動・事業内容

補助割合・上限・内訳等

申請時期

担当課

補助金･事業名

対象となる活動・事業内容

補助割合・上限・内訳等

申請時期

担当課 公園課　内線（２４４４）

公園愛護会等報償費

市内街区公園等の維持管理活動。

公園面積に応じた額。（上限は、45,000円/年）

毎年度８月及び２月に報告書提出が完了したのち、９月及び３月に分割交付。

公園課　内線（２４４４）

街路樹愛護会育成事業

市内街路樹の保護・育成等を通した愛護思想の普及。

植樹桝総面積に応じた額。（上限は、65,000円/年）

毎年度３月20日までに活動報告書提出し、その後速やかに交付。


